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(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、センサに対する微弱な圧力変
化であっても従来よりもさらに感度良く検出することが
できる圧力センサ素子を提供することにある。
【解決手段】圧力センサ素子１は、コイル状炭素繊維を
高分子系ゲルに分散したセンサ素子マトリクス部２を備
えている。高分子系ゲルによって従来よりも弾性率が低
く柔らかく形成されたセンサ素子マトリクス部２に分散
されたコイル状炭素繊維は、その伸縮に応じて電気特性
が変化するため、その特性変化を検出することで高感度
に圧力を検出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コイル状炭素繊維を高分子系ゲル中に分散したセンサ素子マトリクス部と、
　前記センサ素子マトリクス部を支持する基板と、
　前記センサ素子マトリクス部に接続される一対の電極とを備えている圧力センサ素子で
あって、
　センサ素子マトリクス部の高分子系ゲルが、シリコーンゲル、ポリアクリル酸系ゲル、
炭化水素系熱可塑性樹脂を含むゲル、コラーゲンゲルの中のいずれか１種又は２種以上を
含むゲルであることを特徴とする圧力センサ素子。
【請求項２】
　センサ素子マトリクス部の高分子系ゲルに対するコイル状炭素繊維の添加量が０．１～
４０重量％であり、且つコイル状炭素繊維の長さが１０μｍ以上１０ｍｍ以下であること
を特徴とする請求項１に記載の圧力センサ素子。
【請求項３】
　センサ素子マトリクス部の高分子系ゲルはJIS　K2220で規定される針入度が２０以上２
００以下であることを特徴とする請求項１又は２に記載の圧力センサ素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧力センサ素子に関するものである。特に、コイル状炭素繊維がゲルの中に
分散されてセンサ素子マトリクス部を構成しており、微小な圧力を高感度に検出すること
のできる圧力センサ素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コイル状炭素繊維（カーボンマイクロコイル）は、直径０．０１～１００μｍ、ピッチ
０．０１～１００μｍの螺旋構造を有する炭素繊維である。コイル状炭素繊維には伸縮性
があり、その伸縮によって電気特性であるインダクタンス（Ｌ）、キャパシタンス（Ｃ）
、及びレジスタンス（Ｒ）が変化するという性質を備えている。具体的には、コイル状炭
素繊維が伸長すると前記Ｌ、Ｃ、及びＲが増加し、コイル状炭素繊維が収縮すると前記Ｌ
、Ｃ、及びＲは減少する。コイル状炭素繊維の伸縮と前記Ｌ、Ｃ、Ｒの値の変化とは非常
に高い相関を有しており、且つ再現性がよいことから、このコイル状炭素繊維は触圧を高
精度に測定するセンサに利用することが可能である。
【０００３】
　発明者らは、このコイル状炭素繊維を弾性材料に分散させてマトリクス部を形成し、こ
のマトリクス部を利用することで、外圧を高精度に検出することができる圧力センサを発
明し、特許文献１において提案している。特許文献１の圧力センサのマトリクス部には、
長さが９０～１５０μｍ、コイルの直径が０．１～１０μｍのコイル状炭素繊維が含まれ
る。このコイル状炭素繊維を分散させる弾性材料としては、シリコーン樹脂、ウレタン樹
脂、エポキシ樹脂、スチレンと熱可塑性エラストマーとの共重合樹脂等の樹脂が好適に用
いられる。特許文献１の圧力センサは、弾性材料中のコイル状炭素繊維の含量を増やすこ
とによって外圧の検出感度を上げることが可能であるが、含量が３０重量％を越えた場合
にはマトリクス部が固くなって検出感度が落ちる傾向が認められるため、弾性材料中に含
まれるコイル状炭素繊維の含量を０．１～３０重量％としている。
【０００４】
　特許文献１の圧力センサは、簡単な構造でありながら幅広い圧力を高感度に検出するこ
とができ、且つ機械的強度に優れている。このために、例えば医療用器具のカテーテルの
先端に取り付けられて血管内壁に当たったか否かを事前に検出し、血管の内壁を傷つける
ことを事前に回避することができる。又、血圧や脈拍の変化を常に監視し、異常を早期に
検出することができる。
【０００５】
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　特許文献２には、外力の作用で抵抗値が変化する導電性感圧部材と、この導電性感圧部
材を支持する支持体とを備え、外力の検出のために該導電性部材の抵抗値を検出する感圧
センサにおいて、導電性部材にゲル又はエラストマーにコイル状炭素繊維を混入した部材
を利用する技術が開示されている。しかしこの特許文献２には、具体的なゲルとして如何
なるものを使用するのかについては詳細に開示されてはいない。
【特許文献１】特開２００６－２０４３７８号公報
【特許文献２】特開２００６－１８４０９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明者らは、前記特許文献１の提案後も継続して検討を進めることにより、改良すべ
き課題が存在していることを知るに至った。特許文献１の圧力センサには、コイル状炭素
繊維が弾性材料である樹脂に分散されたマトリクス部が用いられている。圧力を受けたマ
トリクス部の中のコイル状炭素繊維は、周囲の樹脂と同程度に変形することでその電気特
性（ＬＣＲ成分）が変化する。ところが、特許文献１にて提案した樹脂は全てコイル状炭
素繊維よりも固く弾性率が大きい。このために、極めて微小な圧力を受けた場合のマトリ
クス部の変形は、同じ圧力をコイル状炭素繊維単体が受けた場合と比較すると、相対的に
小さくなっていた。特許文献１の圧力センサは、マトリクス部に分散されているコイル状
炭素繊維の変形に伴う電気特性の変化を検知して高感度に外圧を検出するため、マトリク
ス部の変形が微小である場合にはその中のコイル状炭素繊維の変形を検出することが困難
であり、微弱な圧力を検出するための圧力センサとしては感度が不充分な場合があった。
【０００７】
　本発明は、このような従来技術における課題を解決するためになされたものであり、そ
の目的とするところは、センサに対する極めて微弱な圧力変化であっても従来よりもさら
に感度良く検出することができる圧力センサ素子を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の圧力センサ素子は、コイル状炭素繊維を高分子系
ゲル中に分散したセンサ素子マトリクス部と、センサ素子マトリクス部を支持する基板と
、センサ素子マトリクス部に接続される一対の電極とを備えていることを特徴とする。本
発明のセンサ素子マトリクス部に適用される高分子系ゲルは、シリコーンゲル、ポリアク
リル酸系ゲル、炭化水素系熱可塑性樹脂を含むゲル、コラーゲンゲルの中のいずれか１種
又は２種以上を含むゲルである。
【０００９】
　本発明の圧力センサ素子は、コイル状炭素繊維を分散させるために、弾性材料の中でも
柔らかく弾性率が小さいシリコーンゲル、ポリアクリル酸系ゲル、炭化水素系熱可塑性樹
脂を含むゲル、コラーゲンゲルの中のいずれか１種又は２種以上のゲルを適用してマトリ
クス部を構成する。これにより本発明の圧力センサ素子のマトリクス部は、僅かな触圧に
対して従来よりも変形し易くなり、同時にマトリクス部に分散しているコイル状炭素繊維
が変形しやすくなることから、コイル状炭素繊維の電気特性の変化を大きく発現させるこ
とができる。この結果、本発明の圧力センサ素子は、極めて微弱な圧力変化であっても従
来よりもさらに感度良く検出することが可能となる。
【００１０】
　本発明の圧力センサ素子は、センサ素子マトリクス部の高分子系ゲルに対するコイル状
炭素繊維の添加量が０．１～４０重量％であり、且つコイル状炭素繊維の長さが１０μｍ
以上１０ｍｍ以下であることを特徴とする。
【００１１】
　圧力センサ素子が微弱な圧力変化に対して高い検出感度を得るためには、電気信号を発
生するコイル状炭素繊維の添加量を０．１重量％以上とすることが好ましい。一方で、コ
イル状炭素繊維の添加量が４０重量％を越えた場合には、マトリクス部が固くなりセンサ
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として必要な感度が得られなくなる恐れがある。以上のことから、センサ素子マトリクス
部の高分子系ゲルに対するコイル状炭素繊維の添加量は０．１～４０重量％が好適である
。
【００１２】
　又、コイル状炭素繊維は、１０μｍ以上の長さのものを用いることで検出感度を高くす
ることが可能である。一方で、１０ｍｍ以上の非常に長いコイル状炭素繊維を用いること
は、高分子系ゲルに均一に分散させることが困難となる。このため、センサ素子マトリク
ス部に添加されるコイル状炭素繊維の長さは、１０μｍ以上１０ｍｍ以下が好適である。
【００１３】
　本発明の圧力センサは、センサ素子マトリクス部に用いられる高分子系ゲルが、JIS　K
2220で規定される針入度で２０以上２００以下であることを特徴とする。本発明に係る圧
力センサは、センサ素子マトリクス部に用いられる高分子系ゲルが前記針入度を備えるこ
とによって、従来用いられていた弾性体よりも有意に小さい弾性率を備えることとなる。
この結果、センサ素子マトリクス部全体の弾性率を小さくすることが可能となり、極めて
微弱な圧力変化であっても従来よりもさらに感度良く検出することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の圧力センサ素子は、コイル状炭素繊維を分散させるために、弾性材料の中でも
弾性率が小さく柔らかい、シリコーンゲル、ポリアクリル酸系ゲル、炭化水素系熱可塑性
樹脂を含むゲル、コラーゲンゲルの中のいずれか１種又は２種以上のゲルを適用してセン
サ素子マトリクス部を構成する。これにより、センサ素子マトリクス部に加えられる圧力
が微小であってもより変形し易くなり、センサ素子マトリクス部に含まれるコイル状炭素
繊維のより大きな構造変化がもたらされる。この結果、コイル状炭素繊維の電気特性（Ｌ
ＣＲ成分）の変化が大きくなって、圧力の検出感度が向上する。
【００１５】
　本発明は、センサ素子マトリクス部を構成するゲルが柔らかいために、従来よりもコイ
ル状炭素繊維の添加量を増やすことが可能であり、これによって一層圧力の検出感度を高
めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下本発明について添付図面に基づいて具体的に説明する。本実施形態における圧力セ
ンサ素子の概略断面図を図１に示す。本実施態様における圧力センサ素子１は、コイル状
炭素繊維がゲルに分散されて構成されたセンサ素子マトリクス部２（以下、単にマトリク
ス部２とも称する）と、このマトリクス部２を支持している基板３とを備えている。マト
リクス部２の変形によりコイル状炭素繊維の構造変化がもたらされ、この構造変化による
電気特性の変化が検出されて圧力が検出される。
【００１７】
　マトリクス部２と基板３との間に、マトリクス部２の電気特性の変化を感受するように
一対の電極４が設けられている。電極４には、それぞれ図示されない接続線が接続されて
延びており、図示されないＬＣＲ測定装置に接続されて、電気特性としてインダクタンス
（Ｌ）、静電容量（Ｃ、キャパシタンス）及び電気抵抗（Ｒ、レジスタンス）を測定して
オシロスコープ等に表示することができるようになっている。
【００１８】
　マトリクス部２は、高分子系ゲルにコイル状炭素繊維が分散されて構成されている。こ
のゲルは誘電体であって、静電容量（Ｃ）を有し、コンデンサとして作用する。本発明で
好適に使用される高分子系ゲルは、安定な支持構造を有する３次元網目構造を持っており
、高分子及びその膨潤体で構成されている。高分子系ゲルには、寒天やゼラチンなどの天
然高分子ゲルと、メチルメタクリレート、シリコーン、スチレンージビニルベンゼン共重
合体のような合成高分子系ゲルの２種類がある。高分子系ゲルは、高分子が液体を吸収し
膨潤したものである。したがって、高分子系ゲルは、見かけ上液体と固体の中間の物質形
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態をとっているが、架橋度の違いに応じて高分子ゲルは粘性のある液体に近いものからか
なり硬い固体まで変化する。また一般にゴムのような弾性を示すと同時に、非線形的に形
状を変える塑性をも併せ持っている。さらに外界と作用する開放系物質であるという事も
高分子ゲルの重要な特性である。
【００１９】
　本発明を実施するために使用される最良の高分子系ゲルとしては、シリコーンゲル、ポ
リアクリル酸系ゲル、炭化水素系熱可塑性樹脂を含むゲル、コラーゲンゲル等が用いられ
る。具体的には、シリコーンゲルとして、信越化学（株）製の商品名、ＫＥ－１０５２（
JIS　K2220で規定される針入度６５）、ＫＥ１０５６（JIS　K2220で規定される針入度９
０）等が挙げられる。ポリアクリル酸系ゲルとしては、ポリアクリル酸ナトリウム、カル
ボキシビニルポリマー等が挙げられる。炭化水素系熱可塑性樹脂を含むゲルとして大場機
工（株）の商品名、ゲルＯＫパッキン等が挙げられる。
【００２０】
　ゲルの硬さは圧力センサ素子１の感度を向上させる上で重要である。ゲルがJIS　K2220
で規定される針入度で２０以上２００以下の堅さを備えることによって、従来用いられて
いた樹脂に対して弾性率が有意に小さくなり、変形しやすくなる。図２に、デュロメータ
硬度２４の従来のシリコーン樹脂（信越化学（株）製　商品名：ＫＥ－１０３）と、JIS 
K 2220で規定される針入度が６５のシリコーンゲル（信越化学（株）製　商品名：ＫＥ－
１０５２）と、コイル状炭素繊維について、加重に対する変形量を示す。同一の加重を受
けた場合のシリコーンゲルの変形量はシリコーン樹脂の変形量よりも大きく、シリコーン
ゲルが、よりコイル状炭素繊維に近い硬さを備えていることが明らかである。シリコーン
ゲルとコイル状炭素繊維とで構成されるセンサ素子マトリクス部２は、その弾性率が従来
と比較して非常に小さく柔らかいために、極微弱な圧力変化であっても伸縮してその圧力
を高感度で検出することができる。　
【００２１】
　前記の高分子系ゲルにはコイル状炭素繊維が分散されるが、そのコイル状炭素繊維とし
ては一重巻きのコイル状炭素繊維、二重巻きのコイル状炭素繊維、超弾性コイル又はそれ
らの混合物等が用いられる。コイル状炭素繊維は弾性体としての機械特性を有していると
同時に、その伸縮により電気特性であるインダクタンス（Ｌ）、静電容量（Ｃ）及び電気
抵抗（Ｒ）が変化する。このため、それらの変化量に基づいて圧力を検出することができ
る。例えば、コイル状炭素繊維を伸ばすと上記Ｌ、Ｃ及びＲが増加し、収縮させるとＬ、
Ｃ及びＲが減少する。具体的には、所定のコイル状炭素繊維を例えば４ｍｍ伸ばすと、Ｌ
は０．１ｍＨ増加し、Ｃは６００ｐＦ増加し、Ｒは４．５ｋΩ増加する。そして、コイル
状炭素繊維を収縮させて元の長さに戻すと、Ｌ、Ｃ及びＲは元の値まで再現性良く戻る。
【００２２】
　コイル状炭素繊維と高分子系ゲルから成るマトリクス部に外部から圧力が加わったとき
、まずゲルが伸縮し、次いでコイル状炭素繊維が伸縮するため、ゲルを介してコイル状炭
素繊維に加わる圧力に基づいて前記Ｌ、Ｃ及びＲの値が変化する。
【００２３】
　前記一重巻きのコイル状炭素繊維としては、１本のコイルの直径が０．０１～５０μｍ
、コイルのギャップ（繊維と繊維との間隔）が０．０１～１０μｍ及びコイルの長さが１
０μｍ～１０ｍｍであるものが好ましい。製造の容易性等の観点から、コイルの直径は０
．１～１０μｍであることが好ましく、ギャップは０．１～１０μｍであることが好まし
い。このコイル状炭素繊維は、一定の太さを有するコイルが一定のピッチ（間隔）をおい
て一重巻きで螺旋状に延びるように形成されている。このため、一重巻きのコイル状炭素
繊維は、弾力性に優れ、あらゆる方向からの圧力に対して容易に変形し、従ってあらゆる
方向からの圧力を高感度で検出することができる。
【００２４】
　一方、二重巻きのコイル状炭素繊維の場合には、２本のコイルが交互に密接した状態で
螺旋状に延び、従って全体としてほぼ円筒状をなし、中心には空洞が形成されている。二
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重巻きのコイル状炭素繊維としては、コイルの直径が０．０１～５０μｍ、ギャップがほ
ぼ０で長さが１０μｍ～１０ｍｍであるものが好ましい。二重巻きのコイル状炭素繊維は
一重巻きのコイル状炭素繊維に比べて弾力性が乏しく、圧力を受けたときに変位しにくい
という性質がある。
【００２５】
　また、超弾性コイルはコイルの直径が大きく、線径が小さいものをいい、弾力性がより
大きいコイルのことをいう。具体的には、超弾性コイルは、コイルの直径が５～５０μｍ
、コイルのギャップが０．１～１０μｍ及びコイルの長さが１０μｍ～１０ｍｍであるも
のが好ましい。なお、コイル状炭素繊維の巻き方向は、コイルの軸線を中心として時計方
向（右巻き）又は反時計方向（左巻き）のいずれであってもよい。
【００２６】
　コイル状炭素繊維は、ゲル中に０．１～４０重量％含まれることが好ましい。より好ま
しい含量は、１～１０重量％である。含有量が０．１重量％未満の場合には、ゲルに対す
るコイル状炭素繊維の割合が少ないために、コイル状炭素繊維に基づく圧力センサ１２の
感度が低下する。一方、含有量が４０重量％を越える場合には、ゲルに対するコイル状炭
素繊維の割合が多くなり過ぎて固くなり、又成形性が悪くなる傾向を示す。
【００２７】
　コイル状炭素繊維は、どのような製法で製造されたものであってもよいが、例えば触媒
活性化ＣＶＤ（化学気相成長）法等により得られる。この気相成長法は、Ｎｉ粉末触媒を
塗布したグラファイト基板上に、チオフェン又は硫化水素を不純物として含有するアセチ
レン、水素ガス、アルゴンを流入させ、６００～９５０℃に加熱して、気相中でアセチレ
ンを分解してコイル状炭素繊維を得る方法である。この方法により得られるコイル状炭素
繊維は非晶質であり、その大半が繊維の中心部分まで微細な炭素粒が詰まった状態で形成
されている。また、一部には中空状に形成されたものも観察される。
【００２８】
　さらに、加熱処理を施すことにより、非晶質のコイル状炭素繊維をグラファイト化（六
方晶系）することができる。加熱条件としては、ヘリウム又はアルゴンなどの不活性雰囲
気下で、処理温度を９５０～３０００℃、好ましくは１５００～３０００℃、最も好まし
くは２０００～３０００℃である。また処理時間は、０．１～１００時間、好ましくは１
～２０時間、最も好ましくは３～１０時間である。このような処理を経ることにより、グ
ラファイト層において炭素繊維を構成する炭素粒が規則正しく配列されることにより磁場
の変動などを検知する際に生じる電気抵抗の変動が著しくなるために、共振特性が顕著と
なる。すなわちＬＣＲ共振回路におけるＲ成分などの変動が顕著となるので、センサの検
出感度を向上させることができる。
【００２９】
　なお、前記方法以外にもコイル状炭素繊維の製造方法としては、遷移金属触媒を設けた
基板上に５ｂ族化合物または６ｂ族化合物よりなる不純物ガスと炭素原料ガスを６００～
９００℃の温度下において反応領域に静磁場を与えながら熱分解させて製造する方法（特
開平１１－１２４７４０号公報）や、鎖状飽和炭化水素などを原料として４００～９００
℃の温度範囲で、０．３～６０．０ＭＰａの絶対圧力範囲で、触媒として遷移金属と酸化
物半導体を共存させて製造する方法（特開２００４－３５２５９２号公報）、インジウム
・スズ・鉄系触媒を用いることを特徴とする方法（特開２００４－２６１６３０号公報）
などがあり、これらの製造方法により得られるコイル状炭素繊維を用いることも勿論可能
である。
【００３０】
　こうして得られたコイル状炭素繊維を、マトリクス部２の加圧と除圧が行われる方向に
配向させた状態で配置することにより、コイル状炭素繊維が伸縮によって圧力の検出をよ
り効果的に行うことができる。コイル状炭素繊維を配向させる方法としては例えば、コイ
ル状炭素繊維の表面に強磁性体膜をコーティングする工程、前記コイル状炭素繊維をゲル
に添加し、混合する工程、前記混合物を鋳型内に充填して、該型に対して配向させたい方
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向に強力磁石（永久磁石では磁場強度が１テスラ（１万ガウス）程度であるのに対し、高
温超電導バルク磁石は１０テスラ以上の磁場発生が可能）をセットしたのち、混合物を固
化させる工程、固化させたゲルに一対の電極４を接続する工程、からなる製造方法がある
。強磁性体のコーティングによってコイル状炭素繊維が、磁場内で整列され、その状態で
ゲルを注入し固化させて固定し、コイル状炭素繊維が配向されたセンサを得ることができ
るのである。
【００３１】
　ゲルの中には、コイル状炭素繊維以外に気相成長繊維（ＶＧＣＦ）、カーボンナノファ
イバー、炭素粉末、金属粉末、誘電体粉末、圧電体粉末等を配合することもできる。また
、コイル状炭素繊維の表面には、導電性を高めるために、金、銅等の金属薄膜を形成する
ことにより、圧力センサ１の感度及び安定性を向上させることができる。
【００３２】
　前記ゲルにコイル状炭素繊維を分散させる方法としては、硬化する前のゲルにコイル状
炭素繊維を添加し、真空遠心混合して均一に分散させた後、脱泡し、鋳型に充填する方法
がある。　　
【００３３】
　本発明の圧力センサ素子１のマトリクス部２に、シリコーンゲル、ポリアクリル酸系ゲ
ル、炭化水素系熱可塑性樹脂を含むゲル、コラーゲンゲルの他に、メチルメタクリレート
ゲル、ポリビニルアルコール/ポリアクリル系ゲル、スチレンージビニルベンゼン共重合
体ゲルなどの合成高分子系ゲル、寒天やゼラチンなどの天然系ゲル、でんぷん/ポリアク
リル酸グラフト系ポリマーゲルなどの複合ゲルを用いることができる。
【００３４】
　コイル状炭素繊維を分散させたゲルをそのままの状態でマトリクス部２に用いた場合に
は大気と反応して変質する。変質を防止するためには、マトリクス部２の表面に架橋度を
上げた層を形成するか、若しくはマトリクス部２の表面に超薄膜で被覆を行うことが好ま
しい。被覆の材料としては、天然ゴム、チオックス、ラテックス（登録商標）等のゴム、
シリコーン、ポリ塩化ビニリデン、ポリプロピレン等の気体と液体の透過性の低いものが
好適に用いられる。
【００３５】
　マトリクス部２を微小鋳型に充填して硬化する場合には、あらかじめ微小鋳型上に上記
被覆材料の超薄膜をライニングし、コイル状炭素繊維を分散させた硬化前のゲルを注入後
、その上からさらに超薄膜をライニングして固化させることで、必要な被覆を行うことが
できる。大きな鋳型を用いてマトリクス部２を作成する場合には、マトリクス部２を硬化
した後、超薄膜のライニングを施すことも可能である。又、マトリクス部２の硬化を行う
前に、鋳型に電極４を配置した状態にしておくことによりセンサ素子との電気的接続が形
成されて成形できる。
【実施例】
【００３６】
　以下、実施例及び比較例により、本発明の実施形態をさらに具体的に説明する。
（実施例１）
　長さが平均５００μｍ、コイル径が平均５μｍのコイル状炭素繊維をシリコーンゲル（
商品名：ＫＥ１０５２，信越化学工業製）中に１０．０重量％添加したセンサ素子マトリ
クス部２を形成して、圧力センサ素子１を作成した。
（実施例２）
　長さが平均５００μｍ、コイル径が平均５μｍのコイル状炭素繊維を、ポリアクリル酸
系ゲル（ポリアクリル酸ナトリウム）中に１０．０重量％添加したセンサ素子マトリクス
部２を形成して、圧力センサ素子１を作成した。
（実施例３）
　長さが平均５００μｍ、コイル径が平均５μｍのコイル状炭素繊維を、コラーゲンゲル
中に１０．０重量％添加したセンサ素子マトリクス部２を形成して、圧力センサ素子１を
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（実施例４）
　長さが平均５００μｍ、コイル径が平均５μｍのコイル状炭素繊維を、炭化水素系熱可
塑性樹脂を含むゲル（商品名：ゲルＯＫパッキン，大場機工（株）製）中に１０．０重量
％添加したセンサ素子マトリクス部２を形成して、圧力センサ素子１を作成した。
（比較例１）
　長さが平均５００μｍ、コイル径が平均５μｍのコイル状炭素繊維をシリコーン樹脂（
商品名：ＫＥ１０３，信越化学工業製）中に１０．０重量％添加したセンサ素子マトリク
ス部２を形成して、圧力センサ素子１を作成した。
【００３７】
　実施例１～４及び比較例１にて成形した圧力センサ素子は、直径１０ｍｍ、高さ５ｍｍ
の半球形状に成形されている。これらの圧力センサ素子を静置した状態で、センサ素子マ
トリクス部２の上側から微小な荷重をかけて徐々にその荷重を増やすことで、各々の圧力
センサ素子の最小荷重検出感度を測定した。その結果を図３に示す。図３からも明らかな
ように、本発明実施例１～４の圧力センサ素子は、シリコーン樹脂にてマトリクス部２を
形成された従来の圧力センサ素子に比較して、最も感度の低い実施例４の炭化水素系熱可
塑性樹脂を含むゲルを適用した圧力センサ素子であっても、従来の４０％の荷重である０
．４ｍｇｆの荷重を検出することが可能である。又、最も感度の高い実施例３のポリアク
リル酸ナトリウムを適用した圧力センサ素子は、従来の５％の荷重である０．０５ｍｇｆ
の荷重を検出することが可能であり、従来の２０倍の感度を備えている。このように、本
発明の圧力センサ素子１は、微小な圧力に対してセンサ素子マトリクス部２がより大きく
変形可能でありそこに含まれるコイル状炭素繊維にもより大きな構造変化がもたらされる
ために、コイル状炭素繊維の電気特性（ＬＣＲ成分）がより変化し易くなっており、結果
圧力の検出感度が向上している。
【００３８】
　本実施例１～４の圧力センサ素子１は、センサ素子マトリクス部２を構成するゲルが柔
らかいために、従来よりもコイル状炭素繊維の添加量を増やすことが可能であり、これに
よって一層圧力の検出感度を高めることができる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明の圧力センサ素子は、センサ素子マトリクス部を高分子系ゲルで構成することに
より、従来の圧力センサ素子よりも感度が著しく向上している。そこで、このように高感
度な圧力センサ素子は、カテーテル用センサ素子をはじめとして、各種触覚情報検知用セ
ンサ素子、血圧測定用センサ素子、血流音検出センサ素子、波動検出用センサ素子、とし
て利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の一実施形態の圧力センサ素子を示す断面図である。
【図２】本発明の圧力センサ素子のマトリクス部に適用されるゲルの荷重に対する変形量
を示す図である。
【図３】実施例１～４及び比較例１の圧力センサ素子の最小荷重検出感度を示す図である
。
【００４１】
　１　　圧力センサ素子
　２　　センサ素子マトリクス部
　３　　基板
　４　　電極
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